
市・道民税の減免申請をされる方へ

○市・道民税の減免申請をされる方は、「市道民税減免申請書」に必要事項を記入のうえ、以下

の書類を添付して納期限（ / ）までに税務課市民税担当まで提出してください。

○減免は、申請日以後に到来する納期限分の税額のみが対象となります。

納期限を過ぎた税額については減免の対象になりませんので、減免を申請する際は申請時期に

十分注意してください。

○結果については、書類審査などを行い概ね１月以内に、減免（却下）通知書をお送りします。

ただし、申請内容により審査に要する日数がかかる場合がありますので、あらかじめご了承く

ださい。

【添付書類】

減免事由 添付する書類

生活保護を受給している場合 生活保護受給証明書

失業等により納付が困難な場

合

１ 失業の事由を確認する書類

(1) 雇用保険法に規定する失業した方

雇用保険受給資格者証、退職通知書等の退職の事由が分かる書類

(2) 個人の事業を休止又は廃止した方 税務署に提出した廃業届又

は休業届の控え又は廃業を届け出た機関発行の廃業証明書

２ 収入に関する書類

(1) 収入状況等報告書（規則定める所定様式）

(2) 前年の収入実績及びその年１年間の収入見込額が分かる書類

３ 預金通帳等の写し

※ 写しの提出は、納税義務者本人名義の口座のみとなります。

生活保護以外の扶助を受けて

いる場合

１ 就学援助認定通知書又は児童扶養手当受給者証

２ 社会事業団体等が発行する扶助証明書

３ 親族等から扶助を受けていることが分かる書類

災害により障がい者となり、

納付が困難な場合

１ 官公署が発行するり災証明等

２ 障がい者手帳

災害により住宅・家財に損害

を受け、納付が困難な場合

１ 官公署が発行するり災証明等

２ 住宅・家財損害明細書

冷害等による農作物の減収が

あり、納付が困難な場合

１ 農作物の減収や損失額を証する書類

２ 支払を受ける共済金の額が分かる書類

納税義務者が死亡し、その相

続人が納付が困難な場合

相続人につき、失業等により納付が困難な場合に掲げる収入に関す

る書類

学生・生徒であって、納付が

困難な場合

学生証、在学証明書等

問合わせ先

石狩市 財政部 税務課 市民税担当

（市役所１階１５番窓口）

〒061-3292 石狩市花川北６条１丁目３０番地２

電話 ０１３３－７２－３１１９（直通）

FAX ０１３３－７５－２２７５

E ﾒｰﾙ zeimu@city.ishikari.hokkaido.jp


